
盛土等を行う場合は事前に浜松市長の許可が必要になります！

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、旧宅地造成等
規制法が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）
が施行されました。
浜松市では令和７年５月２６日に市の全域を新たな規制区域に指定する

とともに盛土規制法の運用を開始しました。

許可が必要な規模

※「崖」とは地表面が水平面
に対し30度を超える角度を
なす土地で、硬岩盤（風化
の著しいものは除く）以外の
ものをいう。

<土地の形質の変更>

<土石の堆積>

浜松市では令和７年５月２６日から

盛土規制法の運用を開始しました

＜市HP概要＞

市ホームページに、盛土規制法の概要、規制区域、
規制対象となる行為についての説明のページを設け
て、令和7年3月に開催した説明会の動画（概要・手
続き等・技術基準など）を公開しています。
あわせて、許可等の申請に関する手続きや様式、

手引きも掲載しています。許可申請にあたっては、
資料を参考に手続きをお進めいただきますようお願
いいたします。

＜市HP手続き＞



●お問い合わせ先
浜松市 都市整備部 盛土対策課 TEL:053-457-2307
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

衛星監視

盛土通報について

許可申請から工事完了までの流れ
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ポイント① 事前に工事箇所周辺の住民への工事内容の周知が必要になります
ポイント② 工事を行う土地の所有者等全員から同意を得ることが必要になります
ポイント③ 土地の見やすい場所に必要事項を記載した標識を掲げる必要があります
ポイント④ 一定規模を超える盛土等で特定の工程を含む工事については、工程ごとに中間検査

を受ける必要があります
ポイント⑤ 一定規模を超える盛土等については、３ヶ月ごとに工事の実施状況について報告を

する義務が生じます

浜松市では、不法・危険盛土等を早期に発見するため、衛星画像を
活用した盛土監視を行っています。
これにより、山間部を含め市全域に、監視の目が行き届くようにし

ております。

盛土が割れ
ています！

危険な盛土
があります！浜松市では、不適切な盛土や既存の盛土

の異常を早期に発見し、迅速かつ適切に
対応するため、盛土等の通報窓口を設けました。
不適切と思われる盛土等を発見した際は

ご通報頂きますようご協力お願いします。

浜松市公式ＬＩＮＥから
簡単に通報できます

＜通報サービス いっちゃお！＞

擁壁に亀裂が
入っています！

静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例について

以下の事業については、県条例の届出が必要となります。
・盛土規制法の対象となる盛土、土石の堆積
・埋立て（建築物や工作物の解体・撤去に伴う埋立てを除く。）
ただし、1,000㎡未満、切土、事業区域内において採取された土石のみを用いて行う

行為は、届出不要です。


